
中
世
後
期
に
お
け
る
「
氏
神
」
信
仰
と
参
詣

│
│
京
都
に
生
き
た
公
家
の
信
仰
を
中
心
に
│
│

川

嶋

美
貴
子

は

じ

め

に

日
本
に
お
け
る
誕
生
日
の
歴
史
の
画
期
は
中
世
に
あ
っ
た
。
誕
生
日
を
祝
う
風
習
は
古
代
に
は
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
の
、
広

く
定
着
せ
ず
、
鎌
倉
時
代
以
降
、
禅
宗
を
通
じ
て
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
室
町
時
代
に
は
、
足
利
将
軍
が
誕
生
日
に
仏
事
を

営
む
こ
と
を
恒
例
と
し
て
、
将
軍
の
み
な
ら
ず
、
武
家
や
公
家
の
間
で
行
わ
れ
る
行
事
と
な
り
、
江
戸
時
代
に
は
庶
民
の
間
で
も
誕
生
日

を
祝
っ
て
い
た
⑴
。

誕
生
日
に
行
う
主
な
催
事
は
仏
事
で
あ
っ
た
が
、
時
に
は
寺
社
へ
の
参
詣
も
行
っ
た
。
寺
社
へ
の
参
詣
は
、
息
災
延
命
を
祈
願
す
る
一

つ
の
手
段
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
、
参
詣
対
象
は
主
に
産
土
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

中
世
後
期
に
は
、
様
々
な
寺
社
へ
の
参
詣
が
古
記
録
に
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
個
別
の
事
例
に
つ
い
て
詳
細
な
祈
願
内
容
や
参
詣
方
法

は
逐
一
記
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、
行
動
様
式
の
分
類
、
信
仰
の
実
態
把
握
は
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
。
以
前
、
誕
生
日
と
寺
社
参
詣
に
つ
い

て
取
り
上
げ
た
際
⑵
に
は
、
誕
生
日
と
い
う
視
角
か
ら
参
詣
の
一
端
を
示
し
た
が
、
そ
の
行
動
の
背
景
に
あ
る
信
仰
の
面
に
は
あ
ま
り
立
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ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

近
年
、
本
多
健
一
氏
が
『
中
近
世
京
都
の
祭
礼
と
空
間
構
造
│
御
霊
祭
・
今
宮
祭
・
六
斎
念
仏
│
』⑶
に
お
い
て
、
御
霊
祭
・
今
宮
祭

の
歴
史
を
文
献
史
料
に
基
づ
い
て
通
史
的
に
跡
づ
け
ら
れ
た
が
、
そ
の
成
果
の
中
で
、
御
霊
社
・
今
宮
社
を
氏
神
と
す
る
中
世
後
期
の
信

仰
の
実
態
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
、
誕
生
日
の
歴
史
な
い
し
寺
社
参
詣
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
も
、
重
要
な
指
摘
で
あ
る
。
当

該
期
に
お
い
て
氏
神
と
産
土
神
は
同
一
視
さ
れ
た
と
み
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
こ
と
と
し
て
、
と
も
か
く
、

生
ま
れ
た
場
所
と
そ
れ
に
関
わ
る
神
を
意
識
し
た
信
仰
が
存
在
し
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
寺
社
参
詣
史
を
深
め
る
意
味
で
も
、
中
世
後
期
に
お
け
る
誕
生
日
を
は
じ
め
と
し
た
氏
神
へ
の
信
仰
の
様
相
を
明

ら
か
に
し
、
併
せ
て
誕
生
し
た
場
所
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
当
該
期
の
信
仰
の
一
側
面
を
提
示
し
た
い
。

一
、「
氏
神
」
の
語
意

中
世
後
期
に
は
ど
の
よ
う
な
氏
神
へ
の
信
仰
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
本
多
氏
は
、
祭
礼
と
空
間
構
造
の
詳
細
な
検
討
を
さ
れ
る
中

で
、
公
家
の
氏
神
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
御
霊
社
に
つ
い
て
は
、
御
霊
祭
の
式
日
や
誕
生
日
に
上
下
両
社
へ
の
心
経
の
書
写
、
奉
納
や
参
詣
を
行
う
こ
と
を
常
と
し
た
と

さ
れ
、
山
科
言
継
⑷
・
言
経
が
そ
の
例
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
甘
露
寺
親
長
も
「
今
日
御
霊
祭
也
、
参
詣
上
下
社
」⑸
と
み
え
る
よ
う
に
、
御

霊
祭
に
際
し
て
上
御
霊
社
・
下
御
霊
社
へ
参
詣
を
し
た
。
応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
御
霊
祭
が
中
断
さ
れ
た
時
に
は
、
御
霊
社
を
氏
神
と
す
る

公
家
な
ど
は
、
祭
礼
式
日
に
個
々
人
で
御
霊
神
を
祀
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、「
今
日
御
リ
ヤ
ウ
祭
ノ
間
、
上
下
ノ
御
リ
⑹
ヤ
ウ
へ
心
経

三
十
三
巻
、
同
礼
拝
了
」⑺
、「
京
都
上
御
霊
社
神
事
也
、
予
氏
神
⑻
也
、
祈
念
」⑼
と
、
山
科
言
国
、
尋
尊
の
例
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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以
上
の
よ
う
に
、
御
霊
社
を
氏
神
と
す
る
公
家
と
し
て
、
甘
露
寺
親
長
、
山
科
言
国
・
言
継
・
言
経
、
尋
尊
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

今
宮
社
に
つ
い
て
も
御
霊
社
の
例
と
同
様
に
、
祭
礼
式
日
や
誕
生
日
に
氏
神
を
祀
っ
た
と
さ
れ
、「
早
旦
参
詣
今
宮
旅
所
、
余
生
神

也
」⑽
と
あ
る
よ
う
に
、
中
院
通
秀
が
自
身
の
「
生
神
」
と
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
、「
お
そ
ら
く
当
時
の
公
家
邸
宅
が
集
中
す
る
上
京
の
大
半
が
御
霊
社
の
氏
子
区
域
で
あ
り
、
一
部
が
今
宮
社
の

氏
子
区
域
で
あ
っ
た
こ
と
の
反
映
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
か
ろ
う
。（
中
略
）
遅
く
と
も
一
四
世
紀
末
な
い
し
一
五
世
紀
初
頭
の
室
町
期

に
は
、
上
京
で
も
今
宮
社
や
御
霊
社
の
氏
子
意
識
が
確
立
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
氏
子
区
域
も
、
近
世
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
領
域
で
定

ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
、
概
ね
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
多
氏
の
研
究
は
祭
礼
の
把
握

に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
祭
礼
式
日
や
誕
生
日
の
参
詣
な
ら
び
に
誕
生
地
と
氏
子
区
域
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
ま
少
し
追
究
の

余
地
が
あ
る
。

ま
た
、「
氏
神
」
の
語
意
に
つ
い
て
も
、
同
時
代
史
料
か
ら
今
一
度
検
討
を
加
え
て
お
き
た
い
。

管
見
に
ふ
れ
た
限
り
で
は
、『
親
長
卿
記
』
に
「
今
日
予
落
髪
、
招
請
二
尊
院
之
大
徳
（
中
略
）、
拝
仏
并
戒
師
等
〈
戒
師
云
、
氏
神
天

子
等
可
拝
、
暇
乞
之
心
也
云
々
、
予
云
、
今
暁
氏
社
〈
春
日
〉、
氏
神
〈
五
霊
〉、
天
子
、
父
母
等
拝
了
、
然
者
重
以
不
可
及
拝
云
々
〉、

事
了
有
時
、」⑾
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
氏
社
と
氏
神
を
区
別
す
る
意
識
が
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
の
「
氏
社
」
と
は
、「
同
族
集
団
と

し
て
の
氏
が
奉
斎
す
る
神
」⑿
の
こ
と
で
あ
り
、
藤
原
氏
が
古
来
奉
斎
し
て
き
た
社
が
春
日
社
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、「
氏
神
」
は

「
五
霊
」、
す
な
わ
ち
御
霊
社
の
神
で
あ
り
、「
氏
社
」
と
は
性
質
を
異
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
先
に
み
た
尋
尊
の
「
氏
神
」
も
「
上
御

霊
社
」
で
あ
っ
た
。

『
宣
胤
卿
記
』
に
は
、「
宣
秀
卿
於
当
所
誕
生
、
八
幡
宮
為
産
神
、
久
不
参
詣
、
且
又
去
年
所
労
時
立
願
之
間
、
所
参
詣
也
」⒀
と
あ
り
、

西
林
院
で
誕
生
し
た
の
で
勧
修
寺
八
幡
宮
は
中
御
門
宣
秀
の
「
産
神
」
で
あ
る
と
い
う
。『
言
国
卿
記
』
に
は
、「
朝
飯
汁�
中
酒
兵
衛
尉
方
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ウ
フ
ス
ナ

ヨ
リ
地
下
祭
ノ
内
マ
ツ
リ
ト
テ
沙
汰
畢
、
此
方
ニ
モ
内
祭
酒
在
之
、
阿
コ
・
茶
コ
等
氏�
神�
之
間
也
」⒁
と
あ
り
、「
氏
神
」
を
み
せ
け
ち
し

て
「
ウ
フ
ス
ナ
」
に
改
め
、
両
者
は
類
似
す
る
も
、
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
る
言
葉
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

近
世
に
は
、「
予
誕
生
日
、
殊
年
日
甲
申
間
、
別
而
心
祝
儀
添
気
味
、
早
天
以
十
兵
衛
令
産
神
御
霊
社
捧
神
楽
、
従
靭
負
以
彦
左
衛
門

同
道
、
請
供
米
祓
、
送
小
鮒
五
十
如
例
」⒂
と
み
え
る
よ
う
に
、
誕
生
日
に
な
る
と
公
家
が
御
霊
社
へ
参
詣
し
た
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。

時
代
の
接
続
関
係
か
ら
推
察
す
る
と
、
中
世
後
期
に
お
け
る
「
氏
神
」
と
近
世
に
お
け
る
「
産
神
」
は
同
じ
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
神
は
、
生
ま
れ
た
土
地
の
神
と
説
明
さ
れ
る
産
土
神
と
し
て
研
究
史
上
、
理
解
さ
れ
て
い
る
⒃
。

「
氏
神
」、「
生
神
」、「
氏
社
」、「
産
神
」、「
ウ
フ
ス
ナ
」
と
い
っ
た
呼
称
が
出
て
き
た
が
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
⒄
を

参
照
し
て
お
く
と
、「
う
ぶ
す
な
﹇
産
土
﹈」
は
、「
そ
の
人
の
生
れ
た
土
地
。
生
地
。
ま
た
、
そ
こ
を
守
る
神
。
産
土
神
」
と
あ
り
、「
う

ぶ
の
か
み
﹇
産
神
﹈」
は
、「
人
の
子
の
出
産
を
司
る
神
。
む
す
ぶ
の
神
。「
う
ぶ
か
み
」」
と
あ
り
、
い
ず
れ
も
人
の
誕
生
に
関
わ
る
が
、

ひ
と
ま
ず
土
地
の
神
と
出
産
の
神
と
い
う
違
い
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）
成
立
の
『
兼
邦
百
首
歌
抄
』⒅
に

は
、「
氏
神
氏
子
」
に
関
す
る
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。

惣
而
祇
園
の
社
司
共
。
二
条
の
南
の
か
わ
よ
り
五
条
の
北
の
か
わ
ま
で
。
こ
れ
に
生
る
ゝ
者
を
氏
子
と
い
ひ
。
二
条
の
北
の
か
わ
よ

り
大
原
口
ま
で
。
五
り
や
う
の
氏
子
と
い
ひ
。
一
条
ほ
り
川
よ
り
西
の
か
た
を
。
今
宮
の
氏
子
と
い
ひ
。
五
条
の
南
の
か
わ
よ
り
九

条
ま
で
。
こ
の
内
に
生
る
ゝ
も
の
を
い
な
り
の
氏
子
と
号
す
る
事
。
更
に
無
本
説
事
也
。
所
の
神
と
こ
そ
い
ふ
べ
け
れ
。（
中
略
）

け
り
や
う
大
人
の
四
町
ま
ち
の
御
所
の
う
ち
に
も
。
ち
ん
じ
ゆ
と
て
お
は
し
ま
す
也
。
そ
の
内
に
て
生
た
ら
ん
人
は
。
こ
の
所
の
神

と
こ
そ
あ
が
む
べ
き
事
也
。
氏
神
氏
子
と
は
さ
ら
ゝ
ゝ
無
本
説
事
也
。
物
も
し
ら
ぬ
青
女
な
ど
の
申
あ
へ
る
を
。
上
ざ
ま
の
人
き
こ

し
め
し
て
。
そ
れ
を
本
説
と
お
ぼ
し
め
す
こ
と
。
あ
さ
ま
し
き
御
事
也
。
然
ば
山
城
国
。
殊
更
お
た
ぎ
の
郡
に
生
人
は
賀
茂
大
明
神
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の
御
氏
子
也
。
せ
め
て
年
に
一
度
参
詣
を
も
申
。
日
に
一
度
北
に
む
か
ひ
て
祈
念
を
も
い
た
す
べ
き
こ
と
に
や
。

こ
こ
で
は
、
生
ま
れ
た
地
域
ご
と
に
「
氏
神
氏
子
」
が
あ
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
「
所
の
神
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い

う
。
特
定
の
地
域
で
生
ま
れ
た
こ
と
を
条
件
に
崇
め
る
神
は
「
所
の
神
」
と
し
て
崇
め
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、「
氏
神
氏
子
」
と
い
う
の

は
根
拠
の
な
い
こ
と
で
あ
る
と
し
て
、「
氏
神
氏
子
」
と
「
所
の
神
」
を
区
別
す
る
態
度
が
み
ら
れ
る
。
加
え
て
、
当
時
、
特
定
の
地
域

に
生
ま
れ
た
人
が
崇
め
る
神
を
「
氏
神
」
と
呼
び
、「
氏
神
」
が
従
来
と
は
異
な
っ
た
、
生
ま
れ
た
土
地
に
関
わ
る
神
と
し
て
広
く
認
識

さ
れ
て
い
た
と
い
う
状
況
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
「
氏
神
」
は
、
甘
露
寺
親
長
や
尋
尊
の
い
う
「
氏
神
」
と
同
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、

『
時
代
別
国
語
辞
典
』
の
「
産
土
」
に
通
じ
る
意
味
を
持
ち
、「
同
族
集
団
と
し
て
の
氏
が
奉
斎
す
る
神
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

誕
生
地
と
そ
れ
に
関
わ
る
神
へ
の
信
仰
に
つ
い
て
は
、
本
多
氏
が
足
利
将
軍
の
例
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
参
考
に
す
る
と
、
足
利
義

政
は
、
一
条
町
の
西
に
所
在
し
た
赤
松
伊
予
守
義
雅
邸
で
出
生
し
、
こ
の
場
所
は
近
世
の
上
御
霊
社
氏
子
区
域
内
で
あ
る
の
で
、
氏
神
は

御
霊
社
で
あ
っ
た
と
い
う
。
同
様
に
、
足
利
義
尚
は
、
一
条
堀
川
西
頬
に
所
在
し
た
細
川
刑
部
少
輔
常
有
邸
で
出
生
し
、
こ
の
場
所
は
近

世
今
宮
社
の
氏
子
区
域
内
に
含
ま
れ
る
の
で
、
氏
神
は
今
宮
社
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
関
係
が
あ
っ
て
、
室
町
将
軍
は
両
社
の
祭
礼
を

見
物
し
、
室
町
幕
府
か
ら
時
宜
を
得
た
援
助
が
両
社
に
な
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
⒆
。
ま
た
一
方
で
、
こ
れ
は
上
京
へ
の
支
配
政
策

の
一
環
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
室
町
将
軍
は
自
ら
氏
子
の
意
識
を
持
ち
な
が
ら
臨
ん
で
い
た
と
解
さ
れ
る
。

二
、「
氏
神
」
信
仰
と
参
詣

「
氏
神
」
が
生
ま
れ
た
土
地
に
関
わ
る
神
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
生
ま
れ
た
土
地
に
関
わ
る
神
を
ま
と
め
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て
「
氏
神
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
お
く
が
、
こ
の
「
氏
神
」
へ
の
信
仰
は
参
詣
と
い
う
行
為
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
ら
わ
れ
た

の
か
。
当
該
期
の
古
記
録
を
頼
り
に
分
類
し
、
ま
と
め
て
み
た
い
。

各
人
の
「
氏
神
」
を
特
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
既
出
の
史
料
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
祭
礼
式
日
に
参
詣
を
す
る
か
、
個
人
的
に
祀
る

神
が
「
氏
神
」
と
さ
れ
て
い
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
近
世
に
は
、
少
な
く
と
も
誕
生
日
に
参
詣
を
す
る
対
象
が
「
氏
神
」
と
さ
れ
て
い
る
。

故
に
、
こ
れ
ら
の
点
を
手
掛
か
り
に
分
析
を
進
め
る
。

（
一
）
甘
露
寺
親
長
周
辺

ま
ず
、
先
行
研
究
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
甘
露
寺
親
長
周
辺
に
つ
い
て
、『
親
長
卿
記
』
を
頼
り
に
改
め
て
整
理
し
て
み
た
い
。

親
長
が
「
氏
神
」
と
す
る
御
霊
社
へ
の
参
詣
記
事
は
散
見
さ
れ
、
正
月
の
参
詣
と
御
霊
祭
の
参
詣
が
主
だ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
以
外
に

は
、
明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
十
月
一
日
と
明
応
七
年
（
一
四
九
八
）
二
月
二
十
五
日
の
御
霊
・
北
野
へ
の
参
詣
が
あ
げ
ら
れ
る
。
正
月

の
参
詣
と
し
て
は
、
文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
正
月
十
六
日
、
文
明
六
年
正
月
十
六
日
、
文
明
十
三
年
正
月
十
八
日
、
長
享
三
年
（
一
四

八
九
）
正
月
十
六
日
、
明
応
五
年
（
一
四
九
六
）
正
月
十
六
日
条
が
あ
げ
ら
れ
る
。
御
霊
社
と
と
も
に
誓
願
寺
や
高
橋
神
明
、
北
野
社
へ

参
詣
を
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
御
霊
祭
の
参
詣
と
し
て
は
、
文
明
十
八
年
八
月
十
八
日
、
長
享
元
年
八
月
十
八
日
、
長
享
三
年
七
月
十
八

日
条
が
あ
げ
ら
れ
る
。
安
禅
寺
殿
の
御
霊
内
祭
に
参
る
こ
と
も
あ
り
、
明
応
七
年
八
月
十
八
日
の
御
霊
祭
再
興
に
関
し
て
は
、
当
時
の
状

況
を
詳
述
し
て
お
り
、
関
心
の
度
合
い
が
う
か
が
わ
れ
る
。
明
応
二
年
十
月
一
日
の
参
詣
の
意
図
は
す
ぐ
さ
ま
明
ら
か
に
し
が
た
い
が
、

明
応
七
年
二
月
二
十
五
日
は
、
談
義
に
結
縁
す
る
た
め
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
、
二
十
五
日
は
北
野
社
祭
神
の
縁
日
で
あ
る
。

こ
の
二
件
は
、
恒
例
の
行
事
と
し
て
行
う
「
氏
神
」
へ
の
参
詣
で
は
な
か
っ
た
。

文
明
五
年
（
一
四
七
三
）
正
月
十
六
日
の
御
霊
社
参
詣
は
、
親
長
と
覚
勝
院
、
息
子
の
元
長
、
孫
の
茶
々
丸
と
同
道
し
て
の
参
詣
で
あ
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っ
た
。
そ
の
後
、
同
月
二
十
一
日
に
茶
々
丸
が
得
度
し
て
お
り
、
茶
々
丸
は
覚
勝
院
の
付
弟
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
の
で
、
正
月
十

六
日
の
一
行
の
御
霊
社
参
詣
は
「
暇
乞
」
の
意
味
を
も
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
茶
々

丸
の
「
氏
神
」
も
ま
た
、
祖
父
の
親
長
と
同
じ
御
霊
社
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

親
長
の
誕
生
日
に
は
江
州
蓮
花
寺
祈
願
所
か
ら
巻
数
が
送
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
⒇
が
、
誕
生
日
を
理
由
に
「
氏
神
」
で
あ
る
御
霊
社

へ
親
長
が
参
詣
を
し
た
形
跡
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
親
長
周
辺
の
「
氏
神
」
と
参
詣
に
つ
い
て
は
、
正
月
な
ら
び
に
祭
礼
式
日
の
参
詣
と
「
暇
乞
」
の
参
詣
が
確
認
で
き

た
が
、
誕
生
日
に
参
詣
す
る
と
い
う
こ
と
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
。

（
二
）
山
科
言
国
周
辺

同
様
に
、
既
に
言
及
さ
れ
て
い
る
山
科
言
国
周
辺
に
つ
い
て
も
、『
言
国
卿
記
』
に
拠
っ
て
整
理
し
て
お
く
。

言
国
の
氏
神
は
、
御
霊
祭
式
日
に
祭
神
を
祀
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
御
霊
社
と
さ
れ
て
い
た
が
、
管
見
の
限
り
『
言
国
卿
記
』
の
中
で
、

御
霊
社
が
言
国
の
「
氏
神
」
で
あ
る
と
い
っ
た
表
記
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
言
国
が
御
霊
祭
に
関
係
し
て
礼
拝
を
行

い
、
誕
生
日
に
御
霊
社
へ
代
官
参
詣
を
行
わ
せ
た
記
事
は
散
見
さ
れ
る
の
で
、「
氏
神
」
と
み
て
お
く
。

文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
七
月
十
八
日
条
の
「
今
日
御
リ
ヤ
ウ
祭
ノ
間
、
上
下
ノ
御
リ
ヤ
ウ
へ
心
経
三
十
三
巻
同
礼
拝
了
」
が
、
明
確

に
御
霊
祭
に
際
し
て
礼
拝
を
行
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
記
事
で
あ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
例
は
、
こ
れ
よ
り
先
の
文
明
七
・
八
年
七
月
十

八
日
条
に
既
に
み
え
て
お
り
、
文
明
十
年
以
降
も
明
応
二
（
一
四
九
三
）・
四
年
七
月
十
八
日
条
に
み
え
る
。
明
応
三
年
七
月
十
八
日
、

文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
八
月
十
八
日
、
文
亀
二
年
七
月
十
八
日
・
八
月
十
八
日
に
は
、
山
科
家
で
御
霊
内
祭
�
が
行
わ
れ
て
お
り
、
文

亀
元
・
二
年
八
月
十
八
日
は
、
堀
の
土
居
か
ら
還
幸
を
拝
ん
だ
。
言
国
は
、
御
霊
祭
の
日
に
心
経
書
写
、
三
十
三
度
礼
拝
、
内
祭
は
行
っ
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て
も
、
そ
の
日
に
御
霊
社
や
御
旅
所
へ
参
詣
を
行
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
�
。
一
方
で
彼
の
家
族
は
、
し
ば
し
ば
祭
礼
式
日
に
御
霊

社
や
御
旅
所
へ
参
詣
を
行
っ
た
。

な
お
、
言
国
は
祇
園
会
に
際
し
て
二
度
、
御
旅
所
に
参
詣
し
て
お
り
�
、
今
宮
祭
に
つ
い
て
は
参
詣
を
し
て
い
な
い
。
息
子
の
言
綱
は

御
霊
祭
に
際
し
て
上
下
の
御
霊
社
や
そ
の
御
旅
所
へ
参
詣
を
し
て
い
た
�
が
、
祇
園
会
に
際
し
て
言
国
と
共
に
二
度
、
今
宮
祭
に
二
度
参

詣
を
し
た
�
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
室
町
時
代
に
は
氏
子
区
域
が
あ
る
程
度
定
ま
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
が
、
厳
格
に
氏
神
と
氏
子

の
関
係
が
定
め
ら
れ
、
氏
神
の
祭
礼
に
は
氏
子
が
参
詣
を
す
る
と
決
め
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

文
明
七
年
四
月
二
十
三
日
、
心
経
一
巻
を
祈
祷
の
た
め
に
書
写
し
た
の
が
、
言
国
が
「
タ
ン
シ
ヤ
ウ
日
」
を
明
確
に
意
識
し
、
記
録
し

た
早
い
例
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
遡
っ
て
文
明
六
年
正
月
二
十
三
日
に
は
、
坊
大
師
と
同
鎮
守
へ
心
経
を
一
巻
ず
つ
書
き
、
大
師
へ
三
十
三

度
礼
拝
し
た
こ
と
が
み
え
、
同
年
四
・
五
・
十
一
月
の
誕
生
日
に
は
心
経
を
一
巻
な
い
し
二
巻
書
写
し
た
。
こ
れ
ら
文
明
六
年
の
誕
生
日

は
、
言
国
が
坂
本
に
居
た
時
の
出
来
事
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

現
存
す
る
『
言
国
卿
記
』
の
は
じ
め
の
方
は
、
言
国
が
何
度
も
坂
本
・
山
科
・
京
を
往
還
し
て
い
る
様
が
記
さ
れ
て
い
る
。
文
明
十
三

年
十
二
月
八
日
に
上
洛
し
て
か
ら
は
、
基
本
的
に
京
に
居
住
し
た
よ
う
で
あ
る
。

文
明
七
年
五
月
二
十
三
日
の
誕
生
日
に
は
、
言
国
は
坂
本
に
い
た
が
、
御
霊
社
と
北
野
社
に
代
官
を
参
詣
さ
せ
て
お
り
�
、「
タ
ン
シ

ヤ
ウ
日
」
と
記
し
て
、
心
経
一
巻
を
書
い
た
。
同
年
八
月
二
十
三
日
に
は
坂
本
に
お
り
、
元
三
に
代
官
を
参
詣
さ
せ
て
、
こ
の
日
も
「
タ

ン
シ
ヤ
ウ
日
」
と
記
し
た
。
次
に
誕
生
日
の
催
事
が
確
認
で
き
る
文
明
八
年
二
月
二
十
三
日
に
は
山
科
に
お
り
、「
シ
ヤ
ウ
タ
ン
シ
ヤ
ウ

日
」�
と
記
し
て
、
元
三
に
代
官
を
参
詣
さ
せ
た
。
そ
の
後
、
文
明
十
年
五
月
二
十
三
日
に
は
山
科
に
い
て
、
代
官
を
岩
屋
と
同
新
宮
に

参
詣
さ
せ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
言
国
が
坂
本
・
山
科
・
京
を
往
還
し
て
い
る
時
期
に
は
、
大
師
（「
元
三
」、「
シ
エ
大
師
」�
）
や
岩
屋
・
同
新
宮
、
御
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霊
・
北
野
社
に
対
し
て
誕
生
日
の
祈
祷
が
行
わ
れ
た
。
文
明
十
三
年
三
月
二
十
三
日
に
「
如
毎
月
御
リ
ヤ
ウ
へ
三
十
三
度
礼
拝
心
経
同

之
」
と
み
え
、
そ
れ
以
降
、
言
国
が
京
に
落
ち
着
く
よ
う
に
な
る
と
、
誕
生
日
や
正
誕
生
日
に
は
、
御
霊
社
に
対
し
て
三
十
三
度
礼
拝
と

心
経
礼
拝
を
行
う
こ
と
が
恒
例
に
な
っ
た
よ
う
で
�
、
大
師
や
岩
屋
は
誕
生
日
の
祈
祷
に
関
し
て
あ
ら
わ
れ
な
く
な
る
。

そ
れ
か
ら
明
応
三
年
十
月
ま
で
の
誕
生
日
は
、
礼
拝
が
恒
例
と
な
っ
た
�
が
、
明
応
三
年
十
一
月
以
降
は
、
礼
拝
を
し
つ
つ
、
再
び
代

官
を
参
詣
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
。
明
応
三
年
十
一
月
二
十
三
日
は
、「
産
生
日
」
の
た
め
、
吉
田
社
と
上
下
の
御
霊
社
に
代
官
を
参
詣
さ

せ
、
毎
月
の
如
く
三
十
三
度
礼
拝
、
心
経
同
前
と
い
っ
た
様
子
で
あ
っ
た
。
吉
田
社
、
上
下
の
御
霊
社
を
基
本
と
し
て
、
時
に
北
野
社
や

祇
園
社
へ
も
代
官
を
参
詣
さ
せ
、
言
国
の
誕
生
日
に
お
け
る
参
詣
は
、
鞍
馬
寺
へ
行
く
前
に
参
っ
た
も
の
を
除
い
て
�
、
代
官
参
詣
の
み

で
あ
っ
た
。

そ
の
他
、『
言
国
卿
記
』
に
み
え
る
御
霊
社
へ
の
参
詣
記
事
は
、
正
月
に
言
国
の
家
族
が
参
詣
を
し
て
い
る
も
の
が
散
見
さ
れ
る
。
明

応
十
年
正
月
十
一
日
に
は
、
言
綱
が
祇
園
社
と
上
御
霊
社
へ
参
詣
し
、「
予
餅
カ
ヽ
ミ
参
也
」
と
あ
っ
て
鏡
餅
が
両
社
に
供
え
ら
れ
た
と

思
し
き
興
味
深
い
記
事
が
あ
る
。
正
月
以
外
に
も
言
国
の
家
族
は
御
霊
社
へ
参
詣
を
し
た
が
、
そ
の
数
は
多
く
な
い
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
言
国
は
御
霊
祭
な
ら
び
に
自
身
の
誕
生
日
に
際
し
て
、
御
霊
社
祭
神
に
礼
拝
を
行
っ
た
が
、
そ
の
日
に
自
身
で

御
霊
社
へ
参
詣
を
行
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
無
く
、
誕
生
日
に
は
代
官
参
詣
を
さ
せ
た
。
誕
生
日
に
代
官
を
参
詣
さ
せ
る
対
象
が
「
氏
神
」

で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
言
国
の
「
氏
神
」
は
元
三
大
師
、
岩
屋
明
神
と
新
宮
、
御
霊
社
、
吉
田
社
と
な
ろ
う
が
、
言
国
の
場
合
、
在
所

に
よ
っ
て
誕
生
日
に
代
官
参
詣
を
さ
せ
る
所
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

（
三
）
三
条
西
実
隆
周
辺

続
け
て
、
甘
露
寺
親
長
や
山
科
言
国
と
同
時
代
に
生
き
、
ま
と
ま
っ
た
記
録
を
残
し
、
か
つ
祭
礼
や
誕
生
日
に
関
す
る
行
動
が
確
認
で
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き
る
三
条
西
実
隆
周
辺
の
事
例
を
み
て
み
る
。

『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、
今
宮
社
の
祭
礼
式
日
に
際
し
て
、
記
主
の
三
条
西
実
隆
も
し
く
は
そ
の
代
官
が
参
詣
し
て
お
り
�
、
御
霊

社
の
祭
礼
式
日
に
は
、
三
条
西
実
隆
室
（
勧
修
寺
教
秀
女
）
や
息
子
の
公
順
、
公
条
、
孫
の
実
枝
が
参
詣
を
し
て
い
る
�
。
三
条
西
家
の

人
物
が
誕
生
日
に
行
っ
た
参
詣
の
様
子
を
み
て
み
る
と
、
実
隆
は
今
宮
社
へ
、
実
隆
室
、
公
条
、
桂
陽
、
実
枝
は
御
霊
社
へ
、
主
に
代
官

参
詣
を
さ
せ
て
い
る
。
誕
生
日
の
参
詣
先
は
祭
礼
時
の
参
詣
先
と
共
通
し
て
お
り
、
実
隆
の
「
氏
神
」
は
今
宮
社
、
実
隆
室
や
公
条
、
実

枝
の
「
氏
神
」
は
御
霊
社
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
実
隆
公
記
』
に
み
え
る
「
氏
神
」
へ
の
参
詣
は
こ
れ
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
実
隆
の
三
男
で
あ
る
桂
陽
は
、
落
髪
す
る
前
に
御
霊
社

へ
参
詣
し
て
お
り
�
、
こ
れ
は
甘
露
寺
親
長
が
落
髪
す
る
際
、「
暇
乞
」
の
た
め
に
「
氏
神
」
を
拝
し
た
の
と
同
様
の
事
例
と
み
な
せ
そ

う
で
あ
る
。
ま
た
、
実
枝
が
誕
生
し
た
時
に
は
、
実
枝
の
生
後
三
十
日
目
に
御
霊
社
へ
代
官
を
参
詣
さ
せ
て
太
刀
を
献
じ
て
お
り
�
、
生

後
五
十
日
目
に
は
、
実
枝
が
実
隆
の
息
女
と
同
輿
に
て
御
霊
社
へ
初
度
の
参
詣
を
行
っ
た
�
。
こ
れ
は
、
生
ま
れ
た
我
が
子
を
連
れ
て
初

め
て
産
土
神
に
参
る
�
宮
参
り
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
正
月
に
し
ば
し
ば
参
詣
を
行
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
他
、
必
要
に
応

じ
て
祈
願
を
行
う
た
め
に
参
詣
を
し
た
よ
う
だ
が
、
病
に
際
し
て
参
詣
を
し
た
こ
と
�
の
外
、
詳
し
い
事
情
は
す
ぐ
に
は
わ
か
ら
な
い
。

（
四
）
鷲
尾
隆
康
周
辺

さ
ら
に
、
既
述
の
三
者
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
生
き
、「
氏
神
」
へ
の
信
仰
と
思
し
き
行
動
が
確
認
で
き
る
鷲
尾
隆
康
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

『
二
水
記
』
に
よ
れ
ば
、
記
主
の
鷲
尾
隆
康
が
恒
常
的
に
祭
礼
へ
参
詣
を
し
た
神
社
と
し
て
御
霊
社
が
挙
げ
ら
れ
る
。
但
し
、
隆
康
の

場
合
は
、
御
霊
祭
や
そ
の
神
輿
を
「
見
物
」
し
た
と
の
表
記
が
多
く
、「
参
詣
」
に
比
し
て
祭
礼
に
対
す
る
距
離
が
感
じ
ら
れ
る
�
。
そ

う
は
い
っ
て
も
、
御
霊
祭
を
拝
見
し
た
時
に
は
「
如
例
」
と
記
し
、
例
年
通
り
祭
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
見
届
け
る
姿
勢
の
よ
う
で
あ
る
。
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隆
康
の
正
誕
生
日
は
不
明
で
あ
る
が
、
彼
が
御
霊
社
へ
参
詣
を
し
た
日
は
二
十
八
日
が
多
く
、
隆
康
の
誕
生
日
は
二
十
八
日
だ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
が
、
推
測
の
域
を
出
な
い
。
彼
の
娘
の
正
誕
生
日
に
つ
い
て
は
記
事
が
あ
る
が
、「
氏
神
」
へ
参
詣
や
礼
拝
を
し
た
様
子
は
見

受
け
ら
れ
な
い
�
。

隆
康
の
息
子
で
あ
る
隆
恵
は
、
享
禄
三
年
（
一
五
三
〇
）
三
月
二
十
八
日
に
得
度
し
た
が
、
そ
の
「
御
暇
乞
」
の
た
め
、
隆
康
が
御
霊

社
へ
代
官
参
詣
を
し
た
�
。
病
の
折
に
も
御
霊
社
へ
参
詣
を
し
�
、
隆
康
の
娘
が
疱
瘡
に
か
か
っ
た
後
初
め
て
参
詣
を
し
た
時
に
は
、「
芳

草
之
後
」
七
十
五
日
目
に
は
必
ず
詣
で
る
も
の
で
あ
る
と
の
言
説
を
書
き
と
め
て
お
り
�
、
病
に
関
わ
る
信
仰
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
が
う

か
が
わ
れ
る
。

以
上
、
限
ら
れ
た
事
例
で
は
あ
る
が
、「
氏
神
」
と
す
る
神
社
へ
の
信
仰
を
参
詣
の
側
面
か
ら
ま
と
め
る
と
、
次
の
通
り
に
な
る
。

①
祭
礼
式
日
の
参
詣

②
誕
生
日
の
参
詣

③
暇
乞
の
た
め
の
参
詣

④
宮
参
り
と
し
て
の
参
詣

⑤
病
気
平
癒
に
関
わ
る
参
詣

⑥
そ
の
他
、
祈
願
の
参
詣
（
年
始
詣
が
行
わ
れ
た
可
能
性
）

本
稿
で
検
討
し
た
事
例
だ
け
で
も
、
①
か
ら
⑥
が
全
て
の
人
に
共
通
し
た
行
動
で
は
な
く
、
ま
た
、
参
詣
は
せ
ず
に
礼
拝
の
み
で
あ
っ

た
り
、
代
官
参
詣
で
あ
っ
た
り
と
様
々
で
あ
っ
た
が
、「
氏
神
」
と
み
な
さ
れ
る
神
社
に
対
す
る
参
詣
を
通
じ
て
見
い
だ
さ
れ
る
信
仰
の

あ
り
方
に
は
、
一
定
の
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
く
。

三
、
氏
子
区
域
と
生
ま
れ
た
場
所
の
検
討

公
家
の
「
氏
神
」
と
な
っ
て
い
た
の
は
主
に
御
霊
社
と
今
宮
社
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
本
章
で
は
、
御
霊
社
と
今
宮
社
の
氏
子

区
域
と
、
そ
れ
を
信
仰
す
る
公
家
の
居
所
な
ら
び
に
誕
生
地
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
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『
兼
邦
百
首
歌
抄
』
に
「
二
条
の
北
の
か
わ
よ
り
大
原
口
ま
で
。
五
り
や
う
の
氏
子
と
い
ひ
。
一
条
ほ
り
川
よ
り
西
の
か
た
を
。
今
宮

の
氏
子
と
い
ひ
」
と
、
氏
子
区
域
を
示
す
記
述
が
あ
っ
た
。
御
霊
社
の
氏
子
区
域
は
二
条
通
の
北
か
ら
大
原
口
�
ま
で
の
間
で
、
東
西
の

範
囲
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
続
く
今
宮
社
の
氏
子
区
域
に
つ
い
て
一
条
堀
川
よ
り
西
と
し
て
お
り
、
堀
川
以
東
の
地
域
が
御
霊
社
の
氏

子
区
域
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

近
世
の
史
料
で
あ
る
『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』�
に
は
、
よ
り
詳
し
く
氏
子
区
域
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
、
上
御
霊

氏
子

東
ハ

賀
茂
川
限

西
ハ

東
堀
川
限

但
〈
一
条
�
北
ハ
小
川
通
東
側
限
〉

北
ハ

野
限

南
ハ

出
水
通
北
側
限

七
月
十
八
日
御
出
之
節
（
中
略
）、
八
月
十
八
日
祭
礼
之
節
（
中
略
）、

一
、
下
御
霊

氏
子

東
ハ

賀
茂
川
限

西
ハ

東
堀
川
限

北
ハ

出
水
通
南
側
限

南
ハ

二
条
通
北
側
限

外
ニ
二
条
川
東
�
新
地

東
ハ

野
道

西
ハ

賀
茂
川
堤
半
町
東

南
ハ

孫
橋
通
限
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北
ハ

二
条
通
筋
限

七
月
十
八
日
御
出
之
節
（
中
略
）、
八
月
十
八
日
祭
礼
之
節
（
中
略
）、

一
、
今
宮
社

氏
子

東
ハ

西
堀
川
限

但
〈
一
条
�
北
ハ
小
川
通
之
西
側
限
〉

西
ハ

七
本
松
通
限

南
ハ

二
条
御
城
番
北
之
方
御
役
屋
敷
迄

北
ハ

千
束
村
上
限

三
月
十
日
徘
徊
花
祭

五
月
七
日
御
出
之
節
（
中
略
）、
同
月
十
五
日
祭
礼
之
節

上
御
霊
社
、
下
御
霊
社
、
今
宮
社
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
氏
子
区
域
の
四
至
を
示
し
て
お
り
、『
兼
邦
百
首
歌
抄
』
の
い
う
御
霊
社
の
氏

子
区
域
は
、『
京
都
御
役
所
向
大
概
覚
書
』
の
上
下
御
霊
社
の
氏
子
区
域
を
合
わ
せ
た
範
囲
内
に
お
よ
そ
収
ま
り
そ
う
で
あ
り
、
今
宮
社

に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、
岡
田
荘
司
氏
は
『
兼
邦
百
首
歌
抄
』
の
氏
子
区
域
に
つ
い
て
、「
鎌
倉
初
期
さ
ら
に
平
安
後
期
ま
で

遡
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
」�
と
の
見
解
を
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
氏
子
区
域
を
参
考
に
、
中
世
後
期
に
お
け
る
「
氏
神
」
信
仰
を
検
討
す
る
が
、
ま
ず
は
御
霊
社
が
「
氏
神
」
で
あ
っ
た
と
み
な
さ

れ
る
甘
露
寺
親
長
、
山
科
言
国
・
言
継
・
言
経
、
尋
尊
に
つ
い
て
、
氏
子
区
域
と
誕
生
地
の
関
係
を
可
能
な
限
り
探
っ
て
み
た
い
。

甘
露
寺
親
長
の
誕
生
地
に
つ
い
て
は
す
ぐ
さ
ま
判
明
し
な
か
っ
た
が
、『
親
長
卿
記
』
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
甘
露
寺
家
の
居
所
を
お

さ
え
て
お
く
。
甘
露
寺
邸
は
、
高
橋
康
夫
氏
�
に
よ
れ
ば
「
正
親
町
烏
丸
西
北
頬
」
に
あ
っ
た
。
こ
の
邸
宅
は
、
文
明
八
年
（
一
四
七

六
）
十
一
月
十
三
日
の
「
裏
辻
小
家
〈
土
倉
〉」�
の
火
災
に
よ
り
焼
失
し
て
し
ま
い
、
三
日
後
に
は
小
屋
を
借
用
し
て
居
住
し
て
お
り
、
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文
明
九
年
二
月
二
十
九
日
に
な
っ
て
、
同
じ
場
所
に
新
造
小
屋
を
設
け
て
戻
っ
た
。
そ
の
後
、
親
長
は
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）、
子
の

元
長
に
こ
の
邸
宅
を
譲
り
、「
正
親
町
西
洞
院
東
頬
」
の
新
造
邸
に
移
っ
た
。
正
親
町
烏
丸
西
北
頬
の
邸
は
、
天
文
頃
ま
で
こ
の
地
に
存

在
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

甘
露
寺
親
長
の
孫
で
あ
る
伊
長
は
、
文
明
十
六
年
（
一
四
八
四
）
二
月
二
十
七
日
に
誕
生
し
て
お
り
、
正
親
町
烏
丸
西
北
頬
の
邸
で
生

ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
日
の
『
親
長
卿
記
』
に
は
、「
孫
子
〈
男
子
、
卯
一
点
〉
誕
生
、
自
愛
々
々
、
依
産
穢
当
番
不
参
」
と
あ
り
、

翌
月
七
日
条
に
は
「
産
所
棟
各
別
、
雖
然
門
一
也
、
仍
七
ケ
日
後
隔
一
宿
可
参
之
由
、
伯
二
位
申
之
」
と
み
え
、
甘
露
寺
邸
内
の
棟
を
隔

て
た
場
所
で
誕
生
し
た
も
の
の
、
門
一
の
た
め
産
の
穢
が
発
生
し
た
と
あ
る
の
で
、
や
は
り
こ
の
邸
で
誕
生
し
た
と
み
て
差
し
支
え
な
か

ろ
う
。

正
親
町
鳥
丸
西
北
頬
は
、
近
世
の
上
御
霊
社
氏
子
区
域
に
含
ま
れ
る
。
御
霊
社
を
「
氏
神
」
と
し
て
い
た
親
長
で
あ
っ
た
が
、
孫
の
誕

生
時
に
、
御
霊
社
に
関
す
る
記
事
を
残
し
て
い
な
い
。
親
長
の
子
で
伊
長
の
親
に
あ
た
る
元
長
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
元
長
に
つ
い

て
は
、
日
記
の
『
元
長
卿
記
』
が
伝
存
し
て
い
る
が
、
御
霊
社
へ
の
参
詣
記
事
は
見
当
た
ら
ず
、
な
お
か
つ
、
残
念
な
が
ら
七
月
と
八
月

の
ま
と
ま
っ
た
記
事
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
御
霊
祭
へ
の
関
与
が
不
明
で
、
そ
の
信
仰
の
あ
り
方
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、

い
ず
れ
の
甘
露
寺
邸
の
場
所
も
、
近
世
の
上
御
霊
社
氏
子
区
域
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
に
と
ど
め
る
。

次
に
、
山
科
言
国
以
下
の
山
科
家
�
の
人
々
の
誕
生
地
に
つ
い
て
検
討
す
る
。『
言
国
卿
記
』
に
よ
れ
ば
、
御
霊
殿
�
周
辺
に
邸
宅
が
あ

っ
た
が
、
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
十
二
月
二
十
五
日
の
御
霊
殿
の
失
火
に
よ
っ
て
焼
失
し
た
。
そ
の
前
日
の
二
十
四
日
に
「
西
御
門
ノ

ソ
ハ
」
に
転
居
し
て
お
り
、
こ
れ
は
「
近
衛
室
町
西
頬
」�
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。
言
国
の
子
で
あ
る
言
綱
は
文
明
十
八
年
（
一
四
八
六
）

に
誕
生
し
て
お
り
、
恐
ら
く
山
科
邸
が
こ
の
場
所
に
あ
る
時
に
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
、
そ
れ
は
近
世
の
上
御
霊
社
氏
子
区
域
に
含
ま
れ
る

が
、
こ
の
年
の
『
言
国
卿
記
』
が
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
誕
生
時
の
様
子
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
応
四
年
（
一
四
九
五
）
十
一
月
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十
一
日
に
高
倉
家
に
仮
住
ま
い
し
て
お
り
、
同
年
十
一
月
二
十
九
日
に
は
「
下
ノ
亭
」
へ
移
っ
た
。

そ
の
後
、
山
科
邸
は
遅
く
と
も
永
正
五
年
（
一
五
〇
八
）
四
月
二
十
七
日
に
は
、
一
条
通
と
正
親
町
通
の
間
、
烏
丸
東
頬
に
あ
り
、
天

正
十
三
年
（
一
五
八
五
）
六
月
十
九
日
に
売
却
す
る
ま
で
こ
こ
に
あ
っ
た
�
。
山
科
言
継
は
永
正
四
年
（
一
五
〇
七
）
四
月
二
十
六
日
、

言
経
は
天
文
十
二
年
（
一
五
四
三
）
七
月
二
日
に
誕
生
し
た
の
で
、
こ
の
邸
で
生
ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
の
誕
生
年
に
つ
い

て
も
山
科
家
の
記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、
言
継
が
生
ま
れ
た
日
の
『
実
隆
公
記
』
を
み
る
と
、

「
中
将
今
日
為
言
綱
番
代
祗
候
」
と
あ
り
、
甘
露
寺
親
長
の
例
に
鑑
み
る
と
、
言
綱
は
言
継
の
産
の
穢
に
よ
っ
て
禁
裏
小
番
に
参
仕
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
三
条
西
公
条
に
当
番
を
交
代
し
て
も
ら
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
�
。
言
継
と
言
経
が
一
条
通
と
正

親
町
通
の
間
、
烏
丸
東
頬
の
邸
で
誕
生
し
た
と
す
る
と
、
こ
の
場
所
も
近
世
の
上
御
霊
社
の
氏
子
区
域
に
含
ま
れ
、
言
継
と
言
経
が
御
霊

社
を
「
氏
神
」
と
し
て
い
た
こ
と
と
合
致
す
る
。

尋
尊
は
一
条
兼
良
の
五
男
と
し
て
永
享
二
年
（
一
四
三
〇
）
に
誕
生
し
、
永
享
十
年
に
大
乗
院
に
入
室
し
た
。
一
条
家
の
邸
宅
と
し
て

は
、
一
条
実
経
が
父
の
道
家
か
ら
処
分
さ
れ
、
代
々
伝
領
し
た
一
条
室
町
第
が
あ
っ
た
�
。
一
条
室
町
の
場
所
は
、
近
世
の
上
御
霊
社
氏

子
区
域
に
含
ま
れ
る
。
な
お
、
こ
の
邸
は
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）、
戦
乱
の
兵
火
に
か
か
っ
て
焼
失
し
て
し
ま
う
。
焼
け
出
さ
れ
た
一

条
兼
良
は
尋
尊
を
頼
っ
て
南
都
に
避
難
し
、
文
明
九
年
（
一
四
七
七
）
十
二
月
に
帰
京
し
た
。
大
永
か
ら
天
文
頃
、
一
条
室
町
北
西
、
日

野
殿
の
西
に
一
条
殿
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
�
。

続
い
て
三
条
西
家
の
所
在
を
確
認
す
る
。
三
条
西
実
隆
は
、
今
出
川
�
武
者
小
路
の
三
条
西
邸
で
誕
生
し
た
と
さ
れ
、
こ
の
邸
は
今
出

川
に
東
面
す
る
正
親
町
三
条
邸
の
西
隣
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
は
滋
野
井
邸
の
東
隣
に
位
置
し
て
お
り
、
武
者
小
路
に
南
面
し
て
い
た
�
。

こ
の
場
所
は
、
近
世
の
上
御
霊
社
の
氏
子
区
域
に
該
当
す
る
。

そ
の
後
、
三
条
西
邸
は
応
仁
の
乱
中
に
焼
失
し
、
実
隆
は
鞍
馬
の
坊
に
疎
開
し
た
。
帰
洛
し
て
か
ら
、
元
の
場
所
に
粗
末
な
小
屋
を
建
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て
て
住
ん
だ
。
し
か
し
、
こ
れ
も
文
明
十
年
（
一
四
七
八
）
十
二
月
二
十
五
日
に
焼
失
し
て
し
ま
う
。
し
ば
ら
く
青
侍
元
盛
の
家
に
同
居

し
、
再
び
小
屋
を
建
て
た
が
こ
れ
も
文
明
十
一
年
七
月
一
日
に
類
焼
し
て
し
ま
い
、
元
盛
家
で
の
同
居
生
活
が
続
く
。
そ
し
て
、
文
明
十

一
年
九
月
下
旬
に
屋
敷
地
の
北
端
に
小
屋
を
建
て
て
移
住
し
、
明
応
九
年
（
一
五
〇
〇
）
七
月
二
十
八
日
に
焼
失
す
る
ま
で
こ
の
場
所
に

住
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
間
の
文
明
十
九
年
（
一
四
八
七
）
五
月
二
十
一
日
に
実
隆
の
子
で
あ
る
公
条
が
誕
生
し
た
。
こ
の
年
の
『
実

隆
公
記
』
は
な
い
が
、『
親
長
卿
記
』
を
み
て
み
る
と
、
文
明
十
九
年
五
月
二
十
六
日
条
に
五
月
御
会
の
記
事
が
あ
り
、
実
隆
が
参
仕
し

て
い
る
�
の
で
、
公
条
の
誕
生
に
よ
る
産
の
穢
が
実
隆
に
発
生
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
、
産
所
は
三
条
西
邸
の
外
で

あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
場
所
は
現
時
点
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

さ
ら
に
そ
の
後
、
三
条
西
邸
は
文
亀
二
年
（
一
五
〇
二
）
五
月
二
十
六
日
か
ら
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
十
二
月
五
日
ま
で
の
間
、
正

親
町
東
洞
院
北
東
に
所
在
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
お
り
、
こ
の
間
、
永
正
八
年
（
一
五
一
一
）
八
月
四
日
に
、
実
隆
の
孫
で
公
条
の
子
で

誕

生

あ
る
実
枝
（
実
世
）
が
誕
生
し
た
。
こ
の
日
の
『
実
隆
公
記
』
に
は
「
当
時
可
然
産
所
無
之
間
、
陣
家
無
骨
雖
有
憚
、
不
取
敢
令
□
□

了
、
不
可
為
後
例
」�
と
書
か
れ
て
お
り
、
実
枝
は
三
条
西
邸
で
誕
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
加
え
て
、
同
年
八
月
十
三
日
条
に
は
、

公
条
の
当
番
に
際
し
て
「
相
公
当
番
参
入
、
別
火
、
別
屋
之
間
、
引
隔
注
連
、
産
所
七
ケ
日
之
後
自
西
門
所
参
也
、
是
雅
業
王
所
相
談

也
」
と
あ
っ
て
、
産
の
穢
が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
実
枝
が
誕
生
し
た
場
所
で
あ
る
正
親
町
東
洞
院
北
東
の
地
は
、
近
世
に
お
け
る
上
御
霊

社
の
氏
子
区
域
に
含
ま
れ
て
い
る
。

鷲
尾
隆
康
邸
は
、
大
永
八
年
（
一
五
二
八
）
八
月
八
日
に
は
既
に
、
三
条
西
邸
の
東
隣
、
正
親
町
東
洞
院
北
東
、
正
親
町
小
路
に
面
し

て
あ
り
、
近
世
の
上
御
霊
社
の
氏
子
区
域
に
含
ま
れ
る
場
所
に
あ
っ
た
。
二
章
で
言
及
し
た
隆
康
の
子
、
隆
恵
は
永
正
十
四
年
（
一
五
一

七
）、
隆
康
の
女
は
大
永
七
年
（
一
五
二
七
）
に
生
ま
れ
て
い
る
。

以
上
、
未
詳
な
点
も
少
な
く
な
い
が
�
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、「
氏
神
」
を
信
仰
す
る
公
家
の
誕
生
地
は
、
各
人
の
信
仰
す
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る
「
氏
神
」
の
近
世
に
お
け
る
氏
子
区
域
と
概
ね
合
致
し
て
い
た
。
明
ら
か
に
合
致
し
て
い
な
か
っ
た
の
は
三
条
西
実
隆
で
、
彼
の
誕
生

地
は
近
世
の
上
御
霊
社
氏
子
区
域
と
目
さ
れ
る
が
、
彼
の
「
氏
神
」
信
仰
は
今
宮
社
に
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。

お

わ

り

に

中
世
後
期
の
古
記
録
を
頼
り
に
み
た
「
氏
神
」、「
生
神
」、「
氏
社
」、「
産
神
」、「
ウ
フ
ス
ナ
」、「
所
の
神
」
は
、
表
記
は
異
な
れ
ど
、

い
ず
れ
も
お
よ
そ
同
族
集
団
と
し
て
の
氏
が
奉
斎
す
る
神
で
は
な
く
、
そ
の
土
地
に
生
ま
れ
た
人
を
守
る
神
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
を
ひ
と

ま
と
め
に
「
氏
神
」
と
し
て
論
を
進
め
て
き
た
が
、
当
該
期
に
お
け
る
公
家
の
「
氏
神
」
信
仰
に
は
、
様
々
な
形
が
存
在
し
た
。「
氏
神
」

と
す
る
神
社
の
祭
礼
に
際
し
て
は
参
詣
や
礼
拝
を
行
い
、
誕
生
日
を
迎
え
る
と
代
官
を
参
詣
さ
せ
、
時
に
は
誕
生
日
を
迎
え
る
本
人
が
参

詣
を
し
、
病
気
に
罹
っ
た
折
に
は
平
癒
を
祈
願
す
る
対
象
で
あ
っ
た
。
子
が
誕
生
し
た
時
に
は
誕
生
地
を
意
識
し
て
宮
参
り
を
し
、
出
家

を
す
る
時
に
は
予
め
暇
乞
い
を
し
て
、
人
生
の
節
目
々
々
に
「
氏
神
」
は
関
わ
っ
て
い
た
。

本
稿
で
検
討
し
た
「
氏
神
」
信
仰
を
も
つ
公
家
の
誕
生
地
と
氏
子
区
域
の
関
係
は
、
近
世
に
確
認
で
き
る
範
囲
に
お
よ
そ
収
ま
っ
て
い

た
。
た
だ
し
、
各
人
の
誕
生
地
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
少
な
く
な
く
、
三
条
西
実
隆
に
至
っ
て
は
近
世
の
氏
子
区
域
と
は
異
な
る
と
い

う
結
果
に
な
っ
た
。
中
世
後
期
、
特
に
十
五
か
ら
十
六
世
紀
に
生
き
た
公
家
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
っ
た
が
、「
氏
神
」
信
仰
の

一
端
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
基
礎
的
作
業
を
行
い
、
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
さ
ら
に
事
例
を
探
索
し
、
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
氏

神
」
信
仰
の
広
が
り
が
み
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
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注⑴

中
世
の
誕
生
日
に
つ
い
て
は
、
原
田
正
俊
「
皇
帝
の
誕
生
日
法
会
か
ら
室
町
将
軍
の
誕
生
日
祈
祷
へ
」（
佐
藤
文
子
・
原
田
正
俊
・
堀
裕
編
『
仏

教
が
つ
な
ぐ
ア
ジ
ア
│
王
権
・
信
仰
・
美
術
│
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
）、
拙
稿
「
中
世
後
期
に
お
け
る
誕
生
日
と
寺
社
参
詣
」（『
文
化
史

学
』
第
七
〇
号
、
二
〇
一
四
年
）、
木
下
聡
「
中
世
に
お
け
る
誕
生
日
」（『
日
本
歴
史
』
八
〇
四
号
、
二
〇
一
五
年
）。
近
世
の
誕
生
日
に
つ
い
て

は
、
鵜
澤
由
美
「
近
世
に
お
け
る
誕
生
日
│
将
軍
か
ら
庶
民
ま
で
そ
の
あ
り
方
と
意
識
│
」（『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
一
四
一
号
、

二
〇
〇
八
年
）。

⑵

前
掲
⑴
（
拙
稿
二
〇
一
四
）。

⑶

本
多
健
一
『
中
近
世
京
都
の
祭
礼
と
空
間
構
造
│
御
霊
祭
・
今
宮
祭
・
六
斎
念
仏
│
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
。

⑷

山
科
言
継
に
関
し
て
は
、『
言
継
卿
記
』（
続
群
書
類
従
完
成
会
）
に
よ
る
限
り
、
誕
生
日
に
御
霊
社
へ
参
詣
を
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
四
月
二
十
六
日
条
と
永
禄
十
年
（
一
五
六
七
）
四
月
二
十
六
日
条
の
み
で
あ
る
。
天
文
三
年
に
は
「
祇
園
御
霊
」
へ
代

官
を
参
詣
さ
せ
、
永
禄
十
年
に
は
「
予
誕
生
日
、
又
当
年
未
参
之
間
御
霊
へ
参
詣
、
次
北
野
社
へ
参
詣
了
」
と
あ
り
、
誕
生
日
に
御
霊
社
へ
参
詣

を
す
る
と
い
う
意
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、
毎
年
参
詣
を
行
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
が
残
る
。

⑸
『
親
長
卿
記
』
長
享
元
年
（
一
四
八
七
）
八
月
十
八
日
条
。『
親
長
卿
記
』
に
つ
い
て
は
『
史
料
纂
集
』（
既
刊
分
一
〜
三
）
と
『
史
料
大
成
』
を

参
照
し
た
。

⑹
「
シ
」
を
み
せ
け
ち
し
て
「
リ
」
と
す
る
（『
史
料
纂
集
』）。

⑺
『
言
国
卿
記
』
文
明
十
年
（
一
四
八
七
）
七
月
十
八
日
条
。『
言
国
卿
記
』
に
つ
い
て
は
『
史
料
纂
集
』
を
参
照
し
た
。

⑻

傍
線
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
、
引
用
史
料
中
の
傍
線
は
同
様
で
あ
る
。

⑼
『
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
』
文
明
十
八
年
八
月
十
八
日
条
。

⑽
『
十
輪
院
内
府
記
』
文
明
十
七
年
五
月
九
日
条
。
な
お
、
五
月
九
日
は
今
宮
社
の
祭
礼
式
日
で
あ
っ
た
。

⑾

明
応
二
年
（
一
四
九
三
）
八
月
二
十
七
日
条
。

⑿
『
平
安
時
代
史
事
典
』
角
川
書
店
、「
氏
神
」
の
項
。

⒀
『
増
補
史
料
大
成
』
永
正
三
年
（
一
五
〇
六
）
五
月
二
十
日
条
。

⒁

明
応
三
年
四
月
十
一
日
条
。

⒂
『
勧
慶
日
記
』（
京
都
大
学
総
合
博
物
館
蔵
写
真
帳
・
前
掲
⑴
鵜
沢
（
二
〇
〇
八
）
に
よ
る
）
宝
永
元
年
（
一
七
〇
四
）
十
二
月
十
八
日
条
。
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⒃

本
多
氏
は
「
本
来
氏
族
一
統
が
共
同
で
祀
っ
て
い
た
氏
神
と
、
自
分
の
生
ま
れ
た
土
地
の
神
で
あ
っ
た
産
土
神
と
は
、
中
世
後
期
以
降
に
同
一
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
本
書
で
も
同
じ
意
味
で
用
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
つ
い
て
は
、
鵜
澤
氏
が
御
霊
社
を
公
家
の
産
土
神
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
近
世
に
は
公
家
は
集
住
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
程
度
一
様
に
御
霊
社
を
自
分
の
生
ま
れ
た
土
地
の
神
と
し
て

信
仰
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⒄
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
、
三
省
堂
。

⒅
『
続
群
書
類
従
』
三
輯
下
。

⒆

応
仁
の
乱
に
よ
っ
て
御
霊
祭
神
輿
巡
幸
と
今
宮
祭
は
中
断
さ
れ
、
御
霊
社
に
は
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
に
土
地
を
寄
進
し
て
、
祭
復
興
の
後
援

を
行
っ
た
と
し
、
今
宮
祭
に
つ
い
て
も
、
応
仁
の
乱
直
後
か
ら
幕
府
は
後
援
姿
勢
を
示
し
、
遅
く
と
も
長
享
三
年
（
一
四
八
九
）
に
は
復
興
し
た

と
さ
れ
る
。

⒇
『
親
長
卿
記
』
文
明
十
七
年
五
月
十
九
日
条
。

�

内
祭
は
、「
氏
神
」
信
仰
と
関
係
が
あ
っ
た
よ
う
で
、「
今
日
山
王
祭
云
々
、
猿
菊
坂
本
ノ
ウ
マ
レ
ノ
間
、
内
マ
ツ
リ
ニ
酒
在
之
、
目
出
了
」（『
言

国
卿
記
』
文
明
十
年
四
月
十
六
日
条
）
と
み
え
る
よ
う
に
、
山
科
定
言
が
坂
本
の
生
ま
れ
で
あ
る
こ
と
と
山
王
祭
の
内
祭
が
関
係
し
た
こ
と
が
確

認
で
き
る
。

�

文
亀
元
年
（
一
五
〇
一
）
八
月
十
日
条
、
文
亀
二
年
八
月
十
四
日
条
く
ら
い
で
あ
る
。

�

文
亀
元
年
六
月
十
日
に
言
綱
と
連
れ
立
っ
て
祇
園
御
旅
所
の
大
政
所
と
少
将
院
へ
参
詣
を
し
、
同
月
十
四
日
に
は
桟
敷
を
準
備
さ
せ
て
、
祇
園
会

の
「
山
共
」
を
見
物
し
た
。
文
亀
二
年
六
月
十
日
に
も
、
言
綱
と
共
に
祇
園
御
旅
所
・
少
将
院
へ
参
詣
を
し
た
。

�

文
亀
元
年
七
月
十
八
日
・
八
月
十
八
日
条
な
ど
。

�

明
応
七
年
五
月
九
日
、
文
亀
元
年
五
月
九
日
条
。

�

拙
稿
（
二
〇
一
四
）
に
お
い
て
、『
言
国
卿
記
』
に
誕
生
日
と
そ
の
参
詣
に
つ
い
て
記
述
が
な
か
っ
た
か
の
よ
う
な
文
面
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
誤

り
で
あ
る
。
不
注
意
を
お
詫
び
し
た
い
。

�

一
年
に
一
度
、
生
ま
れ
た
月
日
の
一
致
す
る
「
正
誕
生
日
」
と
、
毎
月
訪
れ
る
生
ま
れ
た
日
の
み
一
致
す
る
「
誕
生
日
」
の
二
種
類
の
誕
生
日
が

あ
っ
た
。

�

文
明
十
三
年
正
月
二
十
三
日
条
。「
心
経
一
巻
奉
書
写
也
、
シ
エ
大
師
也
」
と
み
え
る
。

�

明
応
二
年
正
・
二
・
三
・
閏
四
・
五
・
六
・
七
・
九
・
十
・
十
一
月
の
誕
生
日
に
は
、「
如
毎
月
三
十
三
度
礼
拝
畢
、
心
経
同
前
」
と
い
っ
た
文
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面
が
決
ま
り
文
句
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
、
翌
年
以
降
の
誕
生
日
に
つ
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。

�

息
子
の
定
言
が
死
去
し
た
折
に
は
、
軽
服
の
た
め
、
三
十
三
度
礼
拝
を
略
し
て
心
経
は
本
地
の
観
音
に
読
誦
し
た
と
い
う
（
明
応
三
年
八
月
二
十

三
日
、
同
年
九
月
二
十
三
日
条
）。

�

明
応
七
年
四
月
二
十
三
日
条
。

�

永
正
元
年
（
一
五
〇
四
）
五
月
九
日
、
永
正
四
年
五
月
九
日
条
の
今
宮
祭
礼
当
当
日
に
代
官
参
詣
を
さ
せ
た
。
享
禄
五
年
（
一
五
三
二
）
五
月
八

日
の
今
宮
祭
前
日
に
実
隆
が
御
旅
所
へ
詣
で
た
例
も
あ
る
。

�

永
正
二
年
八
月
五
日
条
、
大
永
四
年
（
一
五
二
四
）
八
月
八
日
条
な
ど
。

�

永
正
七
年
十
月
二
十
二
日
条
。

�

永
正
八
年
九
月
五
日
条
。

�

永
正
八
年
九
月
二
十
五
日
条
。

�
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』
室
町
時
代
編
、
三
省
堂
、「
み
や
ま
ゐ
り
﹇
宮
参
﹈」
の
項
。

�

天
文
三
年
（
一
五
三
四
）
二
月
九
日
条
。
た
だ
し
、「
御
□
（
霊
カ
）
社
」
と
な
っ
て
い
る
。

	

永
正
十
五
年
七
月
十
八
日
条
、
大
永
六
年
八
月
十
八
日
条
な
ど
。『
二
水
記
』
に
つ
い
て
は
『
大
日
本
古
記
録
』
を
参
照
し
た
。




享
禄
四
年
四
月
十
六
日
条
。

�
「
午
前
詣
御
霊
社
、
今
日
尊
玉
丸
（
隆
康
息
隆
恵
）
令
得
度
云
々
、
為
御
暇
乞
代
官
令
参
詣
了
、
当
年
十
四
歳
也
」（
享
禄
三
年
三
月
二
十
八
日

条
）。

�

享
禄
元
年
九
月
二
日
条
な
ど
。


「
早
旦
小
女
詣
御
霊
社
、
今
度
芳
草
之
後
始
也
、
今
日
七
十
五
日
也
、
其
日
必
詣
者
也
云
々
、
子
細
下
（
不
カ
）
知
也
」（
享
禄
四
年
四
月
二
十
日

条
）。

�

松
岡
満
『
京
都
・
観
光
文
化
時
代
Ｍ
Ａ
Ｐ
』（
二
〇
〇
四
年
十
一
月
十
一
日
、
光
村
推
古
書
院
）
で
は
、
室
町
時
代
の
大
原
口
の
場
所
を
北
小
路

通
の
東
の
末
、
鴨
川
と
の
接
触
点
辺
り
に
示
し
て
い
る
。

�
「
洛
中
洛
外
神
社
祭
礼
之
事
」
の
項
。
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
、
地
図
を
掲
載
で
き
な
か
っ
た
。
本
多
氏
の
論
考
な
ら
び
に
付
図
を
参
照
さ
れ
た
い
。

�
『
原
』
と
傍
書
あ
り
。

�

岡
田
荘
司
『
平
安
時
代
の
国
家
と
祭
祀
』
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
九
四
年
。
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�

高
橋
康
夫
『
京
都
中
世
都
市
史
研
究
』
思
文
閣
出
版
、
一
九
八
三
年
。

�
『
実
隆
公
記
』
文
明
八
年
十
一
月
十
三
日
条
。

�

山
科
言
国
│
言
綱
│
言
継
│
言
経
の
四
代
に
わ
た
る
誕
生
地
を
検
討
す
る
。
な
お
、
言
国
の
四
代
前
の
教
言
は
、
応
永
十
二
年
（
一
四
〇
六
）
五

月
十
四
日
に
邸
宅
が
焼
け
た
後
、
足
利
義
満
か
ら
与
え
ら
れ
た
北
小
路
室
町
邸
に
移
住
し
た
（『
教
言
卿
記
』）。
応
仁
元
年
（
一
四
六
七
）
七
月

三
日
に
は
、「
山
科
少
将
言
国
宿
所
」
が
焼
け
た
こ
と
が
判
明
し
て
お
り
（『
後
法
興
院
記
』）、「
三
福
寺
（
清
和
院
）
か
ら
の
類
焼
と
考
え
る
と
、

北
小
路
室
町
邸
（
現
京
都
御
苑
西
北
辺
）
と
は
別
な
場
所
か
と
思
わ
れ
、
言
国
代
以
前
に
山
科
家
の
邸
宅
は
移
動
し
て
い
た
と
考
え
て
お
い
た
方

が
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
松
薗
斉
「
応
仁
・
文
明
の
乱
と
山
科
家
│
そ
の
家
記
の
保
管
を
中
心
に
│
」（
大
隅
和
雄
編
『
文
化
史

の
構
想
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
三
年
））。

�
『
山
城
名
勝
志
』
に
よ
れ
ば
、「
五
辻
新
町
東
西
」
に
所
在
し
た
と
い
う
。
御
霊
殿
は
、
近
衛
家
代
々
の
影
像
を
祭
っ
た
所
で
あ
り
、
近
衛
邸
に
存

在
し
た
と
さ
れ
る
（
中
世
公
家
日
記
研
究
会
編
『
戦
国
期
公
家
社
会
の
諸
様
相
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
二
年
）。

�
『
言
国
卿
記
』
文
明
十
三
年
表
紙
の
頭
注
。

�

前
掲
�
（
高
橋
一
九
八
三
）。

�

た
だ
し
、
言
継
の
実
母
は
女
嬬
で
あ
っ
た
の
で
、
今
谷
氏
は
「
当
時
の
公
卿
の
出
自
を
通
覧
し
て
も
「
母
女
嬬
」
と
い
う
の
は
珍
し
く
、
特
異
な

存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
清
水
氏
は
「
お
そ
ら
く
彼
女
は
言
継
を
生
ん
だ
後
、
身
分
上
の
問
題
か
ら
山
科
家
に
迎
え
ら
れ

る
こ
と
は
な
」
か
っ
た
と
さ
れ
る
（
今
谷
明
『
戦
国
時
代
の
貴
族
│
『
言
継
卿
記
』
が
描
く
京
都
│
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
二
年
、
清
水

克
行
「
山
科
言
継
を
め
ぐ
る
三
人
の
女
性
│
実
母
・
愛
人
・
長
女
│
」（『
史
観
』
第
一
五
四
冊
、
二
〇
〇
六
年
））
と
い
う
素
姓
を
注
記
し
て
お

く
。

�
『
公
家
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
〇
年
、「
一
条
家
」
の
項
。

	

前
掲
�
（
高
橋
一
九
八
三
）。




今
出
川
通
は
「
南
北
の
道
で
あ
る
今
出
川
（
現
在
の
烏
丸
通
り
）」
と
さ
れ
る
（
高
橋
康
夫
『
海
の
「
京
都
」
│
日
本
琉
球
都
市
史
研
究
』
京
都
大

学
学
術
出
版
、
二
〇
一
五
年
）。『
京
都
市
の
地
名
』（『
日
本
歴
史
地
名
大
系
』
平
凡
社
）
に
よ
れ
ば
、
今
出
川
通
は
中
世
の
北
小
路
に
ほ
ぼ
該
当

し
、
中
昔
京
師
地
図
に
よ
る
と
、
北
小
路
の
東
洞
院
大
路
以
東
、
京
極
大
路
ま
で
は
北
側
に
今
出
川
が
流
れ
て
お
り
、
通
の
名
は
そ
れ
に
由
来
す

る
と
さ
れ
る
。
武
者
小
路
通
は
、
東
西
に
わ
た
る
街
路
な
の
で
、「
今
出
川
武
者
小
路
」
と
い
っ
た
場
合
、
今
出
川
通
は
南
北
の
街
路
を
さ
す
と

考
え
て
お
き
た
い
。
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�

芳
賀
幸
四
郎
『
三
条
西
実
隆
』（
人
物
叢
書
）
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
〇
年
。
宮
川
葉
子
『
三
条
西
実
隆
と
古
典
学
』
風
間
書
房
、
一
九
九
四
年
。

�
「
参
仕
人
々
（
中
略
）
侍
従
中
納
言
」
と
あ
り
、
実
隆
の
当
時
の
官
職
は
権
中
納
言
、
侍
従
で
あ
る
し
（『
公
家
事
典
』）、『
親
長
卿
記
』
文
明
十

九
年
五
月
七
日
条
に
「
侍
従
中
納
言
〈
実
隆
〉」
と
み
え
る
。

�

同
時
代
の
中
御
門
宣
忠
は
永
正
十
四
年
（
一
五
一
七
）
五
月
二
日
に
誕
生
し
た
が
、
産
所
は
松
木
宗
藤
の
所
で
あ
り
（『
宣
胤
卿
記
』
同
日
条
）、

当
時
の
公
家
の
出
産
は
自
邸
と
は
別
に
産
所
を
設
け
る
の
が
通
例
と
認
識
さ
れ
て
い
た
が
、
や
む
を
得
ず
自
邸
で
の
出
産
と
な
る
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

�

松
井
直
人
氏
が
「
南
北
朝
・
室
町
期
京
都
に
お
け
る
武
士
の
居
住
形
態
」（『
史
林
』
第
九
八
号
第
四
号
、
二
〇
一
五
年
）
に
お
い
て
、
中
世
後
期

の
諸
史
料
か
ら
在
京
武
士
の
在
所
を
抽
出
す
る
過
程
で
、
先
行
研
究
に
な
い
諸
邸
宅
を
新
た
に
多
数
発
見
し
た
と
さ
れ
、
松
井
直
人
・
桃
崎
有
一

郎
「
中
世
後
期
京
都
・
京
郊
に
お
け
る
公
武
寺
社
の
在
所
一
覧
表
（
稿
）」（『
中
世
京
都
と
室
町
政
権
の
首
府
構
想
（
仮
）』
文
理
閣
に
収
録
予

定
）
の
公
表
を
予
定
さ
れ
て
お
り
、
中
世
後
期
の
公
家
の
居
所
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
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